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1三四 政
府
及
び
日
本
学
術
会
議
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

政
府
は
、
令
和
二
年
の
会
員
任
命
拒
否
問
題
に
つ
い
て
、
改
め
て
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
し
、
国
民
の
信
頼
を
得
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
日
本
学
術
会
議
と
の
信
頼
関
係
を
損
ね
た
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
誠
意
を
持
っ

て
日
本
学
術
会
議
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
。

1
1
政
府
及
び
日
本
学
術
会
議
は
、
我
が
国
及
び
世
界
が
直
面
す
る
社
会
課
題
、
政
府
と
ア
カ
デ
ミ
ア
と
の
関
係
性
そ
の
他
の

多
面
化
・
複
雑
化
す
る
学
問
の
自
由
に
関
わ
る
諸
問
題
に
対
し
絶
え
ず
真
摯
に
向
き
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
・
責
務
を
果

た
す
よ
努
め
る
こ
と
。

政
府
は
、
会
長
の
選
任
に
つ
い
て
日
本
学
術
会
議
が
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
に
当
た
っ

て
は
、
会
長
に
求
め
ら
れ
る
資
質
及
び
役
割
を
十
分
に
勘
案
し
な
が
ら
慎
重
か
つ
丁
寧
な
プ
ロ
セ
ス
で
選
考
さ
れ
た
こ
と
が

国
民
に
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

政
府
は
、
日
本
学
術
会
議
が
、
科
学
が
文
化
国
家
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
立
っ
て
、
科
学
者
の
総
意
の
下
に
、
我

が
国
の
平
和
的
復
興
、
人
類
社
会
の
福
祉
に
貢
献
し
、
世
界
の
学
界
と
提
携
し
て
学
術
の
進
歩
に
寄
与
す
る
こ
と
を
使
命
と

し
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
。



五
政
府
は
、
日
本
学
術
会
議
が
我
が
国
の
科
学
者
の
内
外
に
対
す
る
代
表
機
関
と
し
て
の
役
割
及
び
機
能
を
十
分
に
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

会
員
の
選
任
、
科
学
的
助
言
等
、
運
営
及
び
活
動
に
お
け
る
日
本
学
術
会
議
の
独
立
性
、
自
主
性

及
び
自
律
性
を
尊
重
す
る
こ
と
。

六
政
府
は
、
法
人
化
後
の
日
本
学
術
会
議
の
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
学
術
会
議
の
理
念
と
実
務
の
連
続
性
に
配
慮
す
る

こ
と
。
ま
た
、
設
立
時
の
会
員
の
選
考
に
つ
い
て
、
コ
オ
ブ
テ
シ
ョ
ン
の
理
念
を
尊
重
す
る
こ
と
。

.

政
府
は
、
日
本
学
術
会
議
が
、
そ
の
役
割
及
び
機
能
を
十
分
果
た
し
、
ま
た
、
そ
の
活
動
を
萎
縮
さ
せ
る
こ
と
、
い
よ

う
日
本
学
術
会
議
の
要
望
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
補
助
金
等
の
算
定
に
当
た
っ
て

日
本
学
術
会
議
が
中
期
的
な
活
動
計
画
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
年
度
計
画
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
基
づ
き
公
正
に
適

切
な
金
額
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
あ
わ
せ
て
、
日
本
学
術
会
議
は
、
無
駄
を
排
除
し
た
上
で
、
政
府
か
ら
の
財
政
支
援

の
み
に
依
存
せ
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
カ
デ
ミ
ー
と
し
て
の
活
動
の
中
立
性
に
留
意
し
つ
つ
民
間
か
ら
の
寄
附
金
を
始
め
と
し

た
財
源
の
多
様
化
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

政
府
は
、
監
査
報
告
、
選
定
助
言
委
員
、
運
営
助
言
委
員
、
中
期
的
な
活
動
計
画
、
年
度
計
画
、
自
己
点
検
評
価
、
日
本

学
術
会
議
評
価
委
員
会
等
に
関
し
て
政
令
、
内
閣
府
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
学
術
会
議
の
独
立
性
、
自
主
性
及

び
自
律
性
を
尊
重
す
る
こ
と
。

九
政
府
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
監
事
日
本
学
術
会
議
評
価
委
員
会
及
び
設
立
委
員
の
権
限
が
不
当
に
拡
大
し
、

特
に
日
本
学
術
会
議
の
活
動
の
学
術
的
な
内
容
・
価
値
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
あ
わ
て
、
監
事
に
は
、

業
務
に
お
け
る
政
治
的
中
立
性
の
確
保
も
含
め
、
適
切
に
監
査
で
き
る
者
を
任
命
し
、
日
本
学
術
会
議
評
価
委
員
に
は
、
産

業
や
国
民
生
活
に
最
新
の
科
学
研
究
及
び
学
問
的
知
見
が
活
か
さ
れ
る
よ
う
、
中
期
的
な
活
動
計
画
に
対
し
て
幅
広
い
視
野

か
ら
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
任
命
す
る
こ
と
。
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•

右
決
議
す
る
。

十
政
府
は
、
産
官
学
の
連
携
を
一
層
深
め
、
民
間
の
知
見
や
活
力
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
学
術
の
成
果
を
社
会
に

還
元
し
、
新
た
な
価
値
や
イ
ノ
ベ
シ
ョ
ン
の
創
出
に
つ
な
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
日
本
学
術
会
議
は
、
社
会
の
関
心
及
び
状

況
等
を
認
識
し
、
立
法
府
に
対
す
る
提
言
を
検
討
す
る
こ
と
も
含
め
、
そ
の
政
策
提
言
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、

政
府
は
、
日
本
学
術
会
議
が
勧
告
、
答
申
等
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
こ
と
。

十
一
政
府
は
、
内
閣
府
に
置
日
本
学
術
会
議
評
価
委
員
会
の
全
て
の
議
事
録
の
公
表
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
本
法

に
基
づ
く
権
限
の
意
思
決
定
過
程
等
に
関
す
る
文
書
の
適
切
な
作
成
・
保
存
等
、
日
本
学
術
会
議
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に

関
す
る
内
閣
府
の
事
務
の
透
明
性
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
日
本
学
術
会
議
は
、
役
員
会
、
会
員
候
補
者
選
定
委
員
会
、

選
定
助
言
委
員
会
等
の
会
議
体
の
全
て
の
議
事
録
の
公
表
、
日
本
学
術
会
議
と
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
等
、

組
織
や
活
動
の
透
明
性
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

政
府
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
施
行
日
前
に
会
長
職
務
代
行
者
を
指
名
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
そ
の
公
正
性
及
び
中

立
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

十
三
政
府
は
、
日
本
学
術
会
議
の
更
な
る
機
能
強
化
に
向
け
て
不
断
の
見
直
し
を
行
う
た
め
、
組
織
の
在
り
方
を
含
め
、
本

法
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
適
時
適
切
に
評
価
及
び
検
証
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
本

法
の
施
行
後
三
年
を
目
途
に
本
法
の
施
行
状
況
を
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
。

十
四
政
府
は
、
本
法
の
規
定
に
つ
い
て
施
行
後
六
年
を
目
途
に
検
討
す
る
際
に
は
、
本
法
の
規
定
す
る
目
的
及
び
基
本
理
念

を
踏
ま
え
た
活
動
状
況
、
業
務
遂
行
及
び
会
員
選
任
等
に
係
る
説
明
責
任
の
履
行
状
況
財
政
面
も
含
む
活
動
の
独
立
性
や

自
主
的
自
律
的
な
運
営
に
向
け
た
取
組
な
ど
に
留
意
す
る
こ
と
。


